
資料２ 

 

経 済 産 業 省 

 

２０２６０４１６商第３号 

令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ７ 日 

 

 

 消費経済審議会  

  会長 小塚 荘一郎 殿 

 

 

経済産業大臣 赤澤 亮正 

 

 

特定商取引に関する法律施行令の一部改正について（諮問） 

 

特定商取引に関する法律施行令（昭和５１年政令第２９５号）の改正につい

て、下記事項に関し御審議いただきたく、特定商取引に関する法律（昭和５１

年法律第５７号）第６４条第１項の規定に基づき諮問します。 

 

 

記 

 

 特定商取引に関する法律第２６条第１項第８号ニに規定する適用除外の対象

として政令で定められている役務の提供に関し、別紙の業務を規定するため、特

定商取引に関する法律施行令別表第２（第１１条、第１２条関係）の改正を行う

ことについて 

以上 

  



 

 

別紙 

対象となる業務 

資金決済に関する法律の一部を改正する法律（令和７年法律第６６号）によ

る改正後の資金決済に関する法律（平成２１年法律第５９号）（以下「改正資

金決済法」という。）に係る以下の業務 

 

○改正資金決済法第２条第１９項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス

仲介業者が行う同条第１８項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲

介業に係る役務の提供 

 

以上 


